
○国立大学法人北海道大学における個人情報の開示等に関する規程

平成 年 月 日17 4 1
海大達第 号66

( )目的

第 条 この規程は，国立大学法人北海道大学 以下「本学」という。 における個人情報1 ( )
の開示，訂正及び利用停止に関し必要な事項を定めることにより，本学の事務及び事業

の適正かつ円滑な運営を図りつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする。

( )定義

第 条 この規程において「個人情報」とは，生存する個人に関する情報であって，当該2
情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ

るもの 他の情報と照合することができ，それにより特定の個人を識別することができ(
ることとなるものを含む。 をいう。)
この規程において「保有個人情報」とは，本学の役員又は職員が職務上作成し，又は2
取得した個人情報であって，本学の役員又は職員が組織的に利用するものとして，本学

が保有しているものをいう。ただし，独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律 平成 年法律第 号。以下「独立行政法人情報公開法」という。 第 条第 項に規( 13 140 ) 2 2
定する法人文書 同項第 号に掲げるものを含む。以下単に「法人文書」という。 に記録( 3 )
されているものに限る。

この規程において「教育研究組織等」とは，各学部，病院，各研究科，各学院，各研3
究院，公共政策学教育部，公共政策学連携研究部，各附置研究所，附属図書館，言語文

化部，各全国共同利用施設，各学内共同教育研究施設等，知的財産本部，医療技術短期

大学部，子どもの園保育園，事務局及び監査室をいう。

( )開示請求権

第 条 何人も，独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 平成 年法律第3 ( 15
号。以下「法」という。 及びこの規程の定めるところにより，本学に対し，本学の59 )

保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求 以下「開示請求」という。 する( )
ことができる。

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は，本人に代わって前項の規定による開示請2
求をすることができる。

( )開示請求の手続

第 条 本学における開示請求の手続については，次に定めるところによる。4
開示請求は，国立大学法人北海道大学情報公開室 以下「情報公開室」という。 に(1) ( )

おいて受け付けるものとする。

開示請求を受け付けるときは，開示請求をする者 以下「開示請求者」という。 に(2) ( )
別紙様式第 号による個人情報開示請求書 以下「開示請求書」という。 を提出させる1 ( )
とともに，次に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求め，開示請求に係る保有個

人情報の本人であることを確認するものとする。この場合において，開示請求書に形

式上の不備があるときは，開示請求者に参考となる情報を提供し，その補正を求める

ことができる。

イ 開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及



び住所又は居所が記載されている運転免許証，健康保険の被保険者証，外国人登録

証明書，住民基本台帳法 昭和 年法律第 号 第 条の 第 項に規定する住民基本( 42 81 ) 30 44 1
，台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって

当該開示請求者が本人であることを確認するに足りるもの

ロ イに掲げる書類をやむを得ない理由により提示し，又は提出することができない

場合にあっては，当該開示請求者が本人であることを確認するため本学が適当と認

める書類

開示請求書を送付により受け付けるときは，前号の規定にかかわらず，同号に掲げ(3)
る書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外国人

登録原票の写し 開示請求をする日前 日以内に作成されたものに限る。 の提出を( 30 )
もって，保有個人情報の本人であることを確認するものとする。

法定代理人からの開示請求を受け付ける場合には，戸籍謄本その他その資格を証明(4)
する書類 開示請求をする日前 日以内に作成されたものに限る。 の提示又は提出を( 30 )
もって，当該保有個人情報の本人の法定代理人であることを確認するものとする。

開示請求を受け付けるに当たっては，開示請求者に第 条第 項に規定する手数料を2 12 1
納付させるものとする。

( )保有個人情報の開示義務

第 条 総長は，前条第 項第 号の開示請求書を受理したときは，次に掲げる不開示情報5 1 2
のいずれかが含まれている場合を除き，開示請求者に対し，当該保有個人情報を開示し

なければならない。

開示請求者 第 条第 項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本(1) ( 3 2
人に代わって開示請求をする場合にあっては，当該本人をいう。次号及び第 号，次3
条第 項並びに第 条第 項において同じ。 の生命，健康，生活又は財産を害するお2 10 1 )
それがある情報

開示請求者以外の個人に関する情報 事業を営む個人の当該事業に関する情報を除(2) (
く。 であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により開示請求者)
以外の特定の個人を識別することができるもの 他の情報と照合することにより，開示(
請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 又は開示請)
求者以外の特定の個人を識別することはできないが，開示することにより，なお開示

請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲げる情報を

除く。

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ，又は知ることが

予定されている情報

ロ 人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，開示することが必要であると認

められる情報

ハ 当該個人が公務員等 国家公務員法 昭和 年法律第 号 第 条第 項に規定する( ( 22 120 ) 2 1
国家公務員 独立行政法人通則法 平成 年法律第 号 第 条第 項に規定する特定( ( 11 103 ) 2 2
独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。 ，独立行政法人等の役員及)
び職員並びに地方公務員法 昭和 年法律第 号 第 条に規定する地方公務員をい( 25 261 ) 2
う。 である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当)
該情報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

法人その他の団体 国，独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号にお(3) (
いて「法人等」という。 に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事)
業に関する情報であって，次に掲げるもの。ただし，人の生命，健康，生活又は財産



を保護するため，開示することが必要であると認められる情報を除く。

イ 開示することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの

ロ 独立行政法人等の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に提供されたもので

あって，法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその

他の当該条件を付することが当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの

国の機関，独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議，検討(4)
又は協議に関する情報であって，開示することにより，率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に国民の間に混乱を生じさせるおそ

れ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

国の機関，独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報で(5)
あって，開示することにより，次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるお

それ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

ロ 犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れ

ハ 監査，検査，取締り，試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し，正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しく

はその発見を困難にするおそれ

ニ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，国，独立行政法人等又は地方公共団体の

財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ホ 調査研究に係る事務に関し，その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ヘ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ト 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し，

その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

総長は，前項の開示に当たって，当該保有個人情報を保有する教育研究組織等の長の2
意見を徴するものとする。この場合において，必要に応じて国立大学法人北海道大学情

。報公開・個人情報保護審査委員会 以下「審査委員会」という。 に諮問するものとする( )

( )部分開示

，第 条 総長は，開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において6
不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは，開示請求者に対

し，当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

開示請求に係る保有個人情報に前条第 号の情報 開示請求者以外の特定の個人を識別2 2 (
することができるものに限る。 が含まれている場合において，当該情報のうち，氏名，)
生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述

等の部分を除くことにより，開示しても，開示請求者以外の個人の権利利益が害される

おそれがないと認められるときは，当該部分を除いた部分は，同号の情報に含まれない

ものとみなして，前項の規定を適用する。

( )開示請求に対する措置

第 条 総長は，開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示することを決定した7
場合にあっては別紙様式第 号による個人情報開示決定通知書により，保有個人情報の2



全部を開示しないことを決定した場合にあっては別紙様式第 号による個人情報不開示3
決定通知書により，開示請求者に通知しなければならない。

( )開示決定等の期限

第 条 開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示することの決定又は全部を開8
示しないことの決定 以下「開示決定等」という。 は，開示請求があった日から 日以( ) 30
内にしなければならない。ただし，第 条第 項第 号の規定に掲げる補正を求めた場合3 1 2
にあっては，当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。

前項の規定にかかわらず，総長は，法第 条第 項の規定により開示決定等を 日以2 19 2 30
内に限り延長することができる。この場合において，総長は開示請求者に対し，遅滞な

く，別紙様式第 号による個人情報開示決定等の期限の延長通知書により通知しなけれ4
ばならない。

前 項の規定にかかわらず，総長は，開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である3 2
ため，開示請求があった日から 日以内にそのすべてについて開示決定等をすることに60
より事務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合には，法第 条の規定により，20
開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分については当該期間内に開示決定等を

し，残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場

合において，総長は開示請求者に対し，開示請求のあった日から 日以内に，別紙様式30
第 号による個人情報開示決定等の期限の特例規定適用通知書により通知しなければな5
らない。

( )事案の移送

第 条 総長は，法第 条第 項又は第 条第 項の規定により事案を他の独立行政法人等9 21 1 22 1
独立行政法人通則法第 条第 項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。 又は行政( 2 1 )
機関の長 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 平成 年法律第 号。以下( ( 15 58
「行政機関個人情報保護法」という。 第 条に規定する行政機関の長をいう。以下同) 5
じ。 に移送することができる。この場合において，総長は，開示請求者に対し，別紙)
様式第 号による個人情報開示請求に関する事案の移送通知書により通知しなければな6
らない。

法第 条第 項又は行政機関個人情報保護法第 条第 項の規定により，他の独立行政2 21 2 22 1
5法人等又は行政機関の長から本学に移送された事案に係る開示決定等については，第

条から前条までの規定を準用する。

( )意見書提出の機会の付与等

第 条 総長は，法第 条第 項に規定する第三者 以下「第三者」という。 に対し，別10 23 1 ( )
紙様式第 号による個人情報開示請求に関する意見の照会書により通知し，開示決定等7
に先立ち，第三者に対し，別紙様式第 号による個人情報開示に関する意見書 以下「意8 (
見書」という。 を提出する機会を与えることができる。)
総長は，法第 条第 項の規定により，第三者に対し，別紙様式第 号による個人情報2 23 2 9
開示請求に関する意見の照会書により通知し，開示決定等に先立ち第三者に対し，意見

書を提出する機会を与えなければならない。

総長は，法第 条第 項の規定により，当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示3 14 3
した意見書を提出した第三者の意に反して開示を決定することができる。この場合にお

いて，総長は当該意見書を提出した第三者に対し，別紙様式第 号による個人情報の開10
示決定通知書により通知しなければならない。



( )開示の実施

第 条 総長は，法第 条第 項の規定により保有個人情報の開示を受ける者 以下「開示11 24 3 (
を受ける者」という。 から別紙様式第 号による個人情報の開示の実施方法等申出書) 11
が提出されたときは，開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

，2 保有個人情報の開示は，原則として情報公開室において実施するものとする。ただし

記録されている文書又は図画の保存に支障がある場合又は開示を受ける者の居所等の関

係により情報公開室に来室することができない場合等，情報公開室で開示することがで

きない場合には，当該保有個人情報を保有する教育研究組織等において開示を実施する

ことができる。

前項の規定にかかわらず，開示を受ける者が保有個人情報が記録された文書等の写し3
の送付を求める場合には，当該写しを郵送することができる。この場合において，当該

郵送料は，開示を受ける者が負担するものとする。

(開示の実施の方法)

第11条の２ 本学における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令

（平成 年政令第 号 ）第５条第２項に基づく文書又は図画に記録されている保有15 549 。

個人情報並びに電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は，次の

とおりとする。

( ) 文書又は図画に記録されている場合には，次に掲げるとおりとする。1
イ 当該文書又は図画（法第 条第１項ただし書の規定が適用される場合にあっては，24
ロに規定するもの）の閲覧

ロ 当該文書又は図画を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものの交

付（ハに掲げる方法に該当する者を除く ）ただし，これにより難い場合にあって。

は，当該文書若しくは図画を複写機によりＡ１判若しくはＡ２判の用紙に複写した

ものの交付（ハに掲げる方法に該当するものを除く ）又は当該文書若しくは図画。

を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

ハ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

ニ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブル

ディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付

( ) 電磁的記録に記載されている場合には，別表のとおりとする。2
２ 前項第１号ハ及びニに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずる

おそれがなく，かつ，本学がその保有する処理装置及びプログラムにより当該文書又は

図画の開示を実施することができる場合に限り，開示を行うものとする。

３ 第１項第１号に掲げる方法により開示を行うことができない場合には，独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律施行令（平成 年政令第 号）第４条第２項に14 199
基づく文書又は図画の開示の実施の方法として本学が定める開示の実施の方法に準じた

方法により開示を行うものとする。

( )手数料

第 条 本学における開示請求に係る手数料の額は，開示請求に係る保有個人情報が記載12
されている法人文書 件につき， 円とする。1 300
前項の手数料は，次の各号に掲げるいずれかの方法により納付しなければならない。2

(1) ( )現金 現金書留によるものを含む。

銀行振込(2)



( )適用除外

第 条 第 条から前条までの規定は，次に掲げる開示請求及び開示決定等については，13 3
適用しない。

本学の入学試験に係る保有個人情報 学務部入試課が保有する入学者選抜に係る保(1) (
有個人情報に限る。 であって，本学が別に定める手続に基づき，当該試験の受験者本)
人に開示する場合

病院が保有する診療に係る保有個人情報であって，病院が別に定める手続に基づき，(2)
患者本人等に当該個人情報を開示する場合

( )訂正請求権

第 条 何人も，自己を本人とする保有個人情報 次に掲げるものに限る。第 条第 項に14 ( 21 1
おいて同じ。 の内容が事実でないと思料するときは，法及びこの規程の定めるところ)
により，本学に対し，当該保有個人情報の訂正 追加又は削除を含む。以下同じ。 を請( )
求 以下「訂正請求」という。 することができる。ただし，当該保有個人情報の訂正に( )
関して法以外の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められていると

きは，この限りでない。

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報(1)
第 条第 項の規定により事案が移送された場合において，行政機関個人情報保護法(2) 9 1

第 条第 項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報21 3
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は，本人に代わって前項の規定による訂正の2
請求をすることができる。

訂正請求は，保有個人情報の開示を受けた日から 日以内にしなければならない。3 90

( )訂正請求の手続

第 条 本学における訂正請求の手続については，次に定めるところによる。15
訂正請求は，情報公開室において受け付けるものとする。(1)
訂正請求を受け付けるときは，訂正請求をする者 以下「訂正請求者」という。 に(2) ( )

別紙様式第 号による個人情報訂正請求書 以下「訂正請求書」という。 を提出させ12 ( )
るとともに，次に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求め，訂正請求に係る保有

個人情報の本人であることを確認するものとする。この場合において，訂正請求書に

形式上の不備があるときは，訂正請求者に参考となる情報を提供し，その補正を求め

ることができる。

イ 訂正請求書に記載されている訂正請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及

び住所又は居所が記載されている運転免許証，健康保険の被保険者証，外国人登録

証明書，住民基本台帳法第 条の 第 項に規定する住民基本台帳カードその他法30 44 1
律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって，当該訂正請求者が

本人であることを確認するに足りるもの

ロ イに掲げる書類をやむを得ない理由により提示し，又は提出することができない

場合にあっては，当該訂正請求者が本人であることを確認するため本学が適当と認

める書類

訂正請求書を送付により受け付けるときは，前号の規定にかかわらず，同号に掲げ(3)
る書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外国人

登録原票の写し 訂正請求をする日前 日以内に作成されたものに限る。 の提出を( 30 )
もって，保有個人情報の本人であることを確認するものとする。



法定代理人からの訂正請求を受け付ける場合には，戸籍謄本その他その資格を証明(4)
する書類 訂正請求をする日前 日以内に作成されたものに限る。 の提示又は提出を( 30 )
もって，当該保有個人情報の本人の法定代理人であることを確認するものとする。

( )保有個人情報の訂正義務

第 条 総長は，前条第 号の訂正請求書を受理した場合において当該訂正請求に理由が16 1
あると認めるときは，当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲

内で，当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

総長は，前項の決定に当たって，当該保有個人情報を保有する教育研究組織等の長の2
意見を徴するとともに，必要に応じて審査委員会に諮問するものとする。

( )訂正請求に対する措置

第 条 総長は，訂正請求に係る保有個人情報を訂正することを決定した場合にあっては17
別紙様式第 号による個人情報訂正決定通知書により，訂正請求に係る保有個人情報を13
訂正しないことを決定した場合にあっては別紙様式第 号による個人情報訂正請求否決14
通知書により，訂正請求者に通知しなければならない。

( )訂正決定等の期限

第 条 訂正請求に係る保有個人情報を訂正することの決定又は訂正しないことの決定18
以下「訂正決定等」という。 は，訂正請求があった日から 日以内にしなければなら( ) 30
ない。ただし，第 条第 号の規定により補正を求めた場合にあっては，当該補正に要15 2
した日数は，当該期間に算入しない。

，2 前項の規定にかかわらず，総長は，事務処理上の困難その他正当な理由があるときは

同項に規定する期間を 日以内に限り延長することができる。この場合において，総長30
は訂正請求者に対し，遅滞なく，別紙様式第 号による個人情報訂正決定等の期限の延15
長通知書により通知しなければならない。

前 項の規定にかかわらず，総長は，訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは，3 2
相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において，総長は訂正請求者に対

し，訂正請求のあった日から 日以内に，別紙様式第 号による個人情報訂正決定等の30 16
期限の特例規定の適用通知書により通知しなければならない。

( )訂正請求事案の移送

第 条 総長は，訂正請求に係る保有個人情報が第 条第 項に規定する移送先の他の独19 7 1
立行政法人等又は行政機関の長が開示決定を行ったものであるとき，その他他の独立行

政法人等又は行政機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは，

当該他の独立行政法人等又は行政機関の長に対し，訂正請求に係る事案 以下「訂正請(
求事案」という。 を移送することができる。この場合において，総長は，訂正請求者)
に対し，別紙様式第 号による個人情報訂正請求に関する事案の移送通知書により通知17
しなければならない。

( )移送された訂正請求事案

第 条 法第 条第 項又は行政機関個人情報保護法第 条第 項の規定により，他の独20 33 1 22 1
立法人等又は行政機関の長から本学に移送された訂正請求事案に係る訂正決定等につい

ては，第 条及び第 条の規定を準用する。17 18



( )利用停止請求権

第 条 何人も，自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料21
するときは，法及びこの規程の定めるところにより，本学に対し，当該各号に定める措

置を請求することができる。ただし，当該保有個人情報の利用の停止，消去又は提供の

停止 以下「利用停止」という。 に関して法以外の法律又はこれに基づく命令の規定に( )
より特別の手続が定められているときは，この限りでない。

国立大学法人北海道大学個人情報管理規程 平成 年海大達第 号。この項におい(1) ( 17 65
て「個人情報管理規程」という。 第 条第 項の規定に違反して保有されているとき，) 9 2
個人情報管理規程第 条の規定に違反して取得されたものであるとき，又は個人情報11
管理規程第 条第 項及び第 項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人12 1 2
情報の利用の停止又は消去

個人情報管理規程第 条第 項及び第 項の規定に違反して提供されているとき(2) 12 1 2
当該保有個人情報の提供の停止

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は，本人に代わって前項の規定による利用停2
止の請求 以下「利用停止請求」という。 をすることができる。( )

。3 90利用停止請求は，保有個人情報の開示を受けた日から 日以内にしなければならない

( )利用停止請求の手続

第 条 本学における利用停止請求の手続については，次に定めるところによる。22
利用停止請求は，情報公開室において受け付けるものとする。(1)
利用停止請求を受け付けるときは，利用停止請求をする者 以下「利用停止請求(2) (

者」という。 に別紙様式第 号による個人情報利用停止請求書 以下「利用停止請求) 18 (
書」という。 を提出させるとともに，次に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求)
め，利用停止請求に係る保有個人情報の本人であることを確認するものとする。この

場合において，利用停止請求書に形式上の不備があるときは，利用停止請求者に参考

となる情報を提供し，その補正を求めることができる。

イ 利用停止請求書に記載されている利用停止請求者の氏名及び住所又は居所と同一

の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証，健康保険の被保険者証，外

国人登録証明書，住民基本台帳法第 条の 第 項に規定する住民基本台帳カード30 44 1
その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって，当該利用

停止請求者が本人であることを確認するに足りるもの

ロ イに掲げる書類をやむを得ない理由により提示し，又は提出することができない

場合にあっては，当該利用停止請求者が本人であることを確認するため本学が適当

と認める書類

利用停止請求書を送付により受け付けるときは，前号の規定にかかわらず，同号に(3)
掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外

国人登録原票の写し 利用停止請求をする日前 日以内に作成されたものに限る。 の( 30 )
提出をもって，保有個人情報の本人であることを確認するものとする。

法定代理人からの利用停止請求を受け付ける場合には，戸籍謄本その他その資格を(4)
証明する書類 利用停止請求をする日前 日以内に作成されたものに限る。 の提示又( 30 )
は提出をもって，当該保有個人情報の本人の法定代理人であることを確認するものと

する。

( )保有個人情報の利用停止義務

第 条 総長は，前条第 号の利用停止請求書を受理した場合において当該利用停止請求23 1



に理由があると認めるときは，本学における個人情報の適正な取扱いを確保するために

必要な限度で，当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。

ただし，当該保有個人情報の利用停止をすることにより，当該保有個人情報の利用目的

に係る事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすお

それがあると認められるときは，この限りではない。

総長は，前項の決定に当たって，当該保有個人情報を保有する教育研究組織等の長の2
意見を徴するとともに，必要に応じて審査委員会に諮問するものとする。

( )利用停止請求に対する措置

第 条 総長は，利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止することを決定した場合に24
あっては別紙様式第 号による個人情報利用停止決定通知書により，利用停止請求に係19
る保有個人情報を利用停止しないことを決定した場合にあっては別紙様式第 号による20
個人情報利用停止請求否決通知書により，利用停止請求者に通知しなければならない。

( )利用停止決定等の期限

第 条 利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止することの決定又は利用停止しない25
ことの決定 以下「利用停止決定等」という。 は，利用停止請求があった日から 日以( ) 30
内にしなければならない。ただし，第 条第 号の規定により補正を求めた場合にあっ22 2
ては，当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。

，2 前項の規定にかかわらず，総長は，事務処理上の困難その他正当な理由があるときは

同項に規定する期間を 日以内に限り延長することができる。この場合において，総長30
は利用停止請求者に対し，遅滞なく，別紙様式第 号による個人情報利用停止決定等の21
期限の延長通知書により通知しなければならない。

前 項の規定にかかわらず，総長は，利用停止決定等に特に長期間を要すると認めると3 2
きは，相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において，総長は利用

停止請求者に対し，利用停止請求のあった日から 日以内に，別紙様式第 号による個30 22
人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用通知書により通知しなければならない。

( )異議申立て

第 条 総長は，本学が行った開示決定等，訂正決定等又は利用停止決定等について異議26
申立てがあったときは，審査委員会に諮問するものとする。

総長は，法第 条第 項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとき2 42 2
は，法第 条各号に規定する者 以下「異議申立人等」という。 に別紙様式第 号によ43 ( ) 23
る情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書により通知しなければならない。

総長は，異議申立てに対する決定を行ったときは，異議申立人等に別紙様式第 号に3 24
よる異議申立てに関する決定通知書により通知しなければならない。

( )適用除外

第 条 本学の保有個人情報 独立行政法人情報公開法第 条に規定する不開示情報を専ら27 ( 5
記録する法人文書に記録されているものに限る。 のうち，まだ分類その他の整理が行)
われていないもので，同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特

定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは，第 条から第 条までの3 25
規定の適用については，本学に保有されていないものとみなす。

( )雑則



第 条 この規程に定めるもののほか，個人情報の開示，訂正及び利用停止に関し必要な28
事項は，総長が定める。

附 則

この規程は，平成 年 月 日から施行する。17 4 1

( 17 10 18 228 )附 則 平成 年 月 日海大達第 号

この規程は，平成 年 月 日から施行する。17 10 18

附 則

この規程は，平成18年４月１日から施行する。



( 11 )別表 第 条の２関係

電磁的記録の種類 開示方法

録音テープ又は記録ディスク 次に掲げる方法であって，本学が現に使用している専1
用機器により行うことができるもの

ア 当該個人情報に係る部分を再生したものの聴取

イ 当該個人情報に係る部分をカセットテープに複写

したもの

ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって，本学が現に使用している専2
用機器により行うことができるもの

ア 当該個人情報に係る部分を再生したものの視聴

イ 当該個人情報に係る部分をビデオカセットテープ

に複写したもの

その他の電磁的記録 の項及び の項に該当するもの 次に掲げる方法であって，本学がその保有するプログ3 (1 2
を除く。 ラム 電子計算機に対する指令であって，一つの結果を) (

)得ることができるように組み合わされたものをいう。

により行うことができるもの

ア 当該個人情報に係る部分を用紙に出力したものの

閲覧

イ 当該個人情報に係る部分をディスプレイ 本学が現(
に使用している機器に限る。 に出力したものの視聴)
又は閲覧

ウ 当該個人情報に係る部分を用紙に出力したものの

写しの交付

エ 当該個人情報に係る部分をフレキシブディスカー

トリッジに複写したものの交付

オ 当該個人情報に係る部分を光ディスクに複写した

ものの交付


